
告 示 (第2026号 第2028号)

○換地を定めない土地の指定 (農地計画課) １

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出

(商業・地域経済課) １

○土地改良事業の協議の適否決定 (農地計画課) ２

福岡県告示第2026号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第３項において準用する同法第53条

の２の３第１項の規定に基づき､ 県営土地改良事業本河内地区において樹立する換地計

画に関し､ 次の従前の土地は､ 換地を定めない土地として指定したので､ 同条第２項に

おいて準用する同法第53条の２第３項の規定により公告する｡

平成19年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

従前の土地の表示

福岡県告示第2027号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第２項の規定に基づき､ 同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について､ 変更の届出があったの

で､ 同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する｡

なお､ 当該届出及び添付書類は､ この公告の日から４月間､ 福岡県商工部商業・地域

経済課及び久留米商工事務所において縦覧に供する｡

平成19年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 届出年月日

平成19年10月15日

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 マックスバリュ久留米白山店

� 所在地 福岡県久留米市白山町字鳥飼３番７ 外

３ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

� 駐輪場の位置及び収容台数

� 荷さばき施設の位置及び面積

� 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
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変 更 前 変 更 後

駐輪場の位置 駐輪場の位置

久留米市白山町字鳥飼３番７ 外 (３箇所) 久留米市白山町字鳥飼３番７ 外 (２箇所)

変 更 前 変 更 後

荷さばき施設の位置 面積 (平方メートル) 荷さばき施設の位置 面積 (平方メートル)

久留米市白山町字鳥
飼３番７ 外 (２箇
所)

153
久留米市白山町字鳥
飼３番７ 外 (３箇
所)

155

変 更 前 変 更 後

廃棄物等の保管施設
の位置

容量 (立法メートル)
廃棄物等の保管施設
の位置

容量 (立法メートル)
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４ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

� 荷捌き施設において荷捌きを行うことができる時間帯

福岡県告示第2028号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条

第１項の規定に基づき､ 市町村から協議のあった土地改良事業を平成19年10月10日付け

で適当であると決定したので､ 同法第96条の２第５項において準用する同法第８条第６

項の規定により公告し､ その関係書類を次のように縦覧に供する｡

平成19年10月29日

福岡県知事 麻 生 渡
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久留米市白山町字鳥
飼３番７ 外 (１箇
所)

37.92
久留米市白山町字鳥
飼３番７ 外 (２箇
所)

53.09

荷捌き施設№ ? @ A ? @ B

荷捌き施設№１ 午前６時～午後11時 午前６時～午後11時

荷捌き施設№２ 午前６時～午後11時 午前６時～午後10時

荷捌き施設№３ － 午前６時～午後10時

市町村名 事 業 名 縦覧に供する書類 縦 覧 期 間 縦覧場所

柳川市
農業用用排水施
設整備事業
(蒲池地区)

土地改良事業計画
書の写し

平成19年10月29日から
平成19年11月27日まで

柳川市役所

柳川市

農業用用排水施
設整備事業
(大和南部地区
)

土地改良事業計画
書の写し

平成19年10月29日から
平成19年11月27日まで

柳川市役所
大和庁舎

柳川市

農業用用排水施
設整備事業
(三橋川北地区
)

土地改良事業計画
書の写し

平成19年10月29日から
平成19年11月27日まで

柳川市役所
三橋庁舎
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